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神
奈
川
県
に
お
け
る
寺
院
の
創
建
に
関
す
る
研
究
は
、
個
々
の
寺
院
を
除
け

ば
、
宗
派
単
位
で
は
あ
ま
り
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
同
一
の
基
準
で
寺
院
の
創

建
年
代
を
知
る
に
は
、
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
な
ど
の
官
製
の
地
誌
類
等

に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

寺
誌
に
関
す
る
記
述
は
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
（
以
下
『
新
編
相
模
』

と
略
す
）
に
お
い
て
は
、
客
観
性
を
持
ち
、
正
確
さ
を
計
っ
て
い
る
も
の
の
、

成
立
の
時
期
が
幕
末
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
造
立
の
年
代
や
由
来
の
伝
承
は
必

ず
し
も
全
て
が
正
確
で
は
な
い
し
、
郡
に
よ
り
寺
誌
の
精
粗
に
大
き
な
差
も
見

（

『

上

）

ら
れ
る
。

筆
者
は
以
前
よ
り
、
浄
土
真
宗
の
展
開
の
過
程
に
関
心
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
関
東
地
方
に
お
け
る
そ
れ
は
、
初
期
教
団
を
除
け
ば
あ
ま
り
研
究
さ
れ

ず
、
ま
し
て
や
神
奈
川
県
域
に
お
い
て
は
、
史
料
の
少
な
い
こ
と
も
あ
り
ほ
と

ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
な
い
実
状
で
あ
る
。

近
世
初
期
の
史
料
と
し
て
は
、
近
年
活
字
化
さ
れ
た
西
本
願
寺
派
の
『
木
仏

（

⑤

色

）

之
留
』
に
よ
り
寺
院
の
増
加
の
様
子
は
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
出
来
た
、
し
か

相
模
国
に
お
け
る
真
宗
教
団
の
展
開

ｌ

「

寺

院

の

造

立

」

を

視

点

と

し

て

ｌ

附
・
大
谷
大
学
所
蔵
『
申
物
帳
』

は

じ

め

に

鳥

居

和

郎

真
宗
寺
院
の
「
造
立
」
を
知
る
た
め
に
は
、
前
述
の
『
申
物
帳
』
や
『
木
仏

之
留
』
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
史
料
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
未
だ
活
字
化
さ
れ

て
い
な
い
『
申
物
帳
』
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
を
加
え
る
。
『
申
物
帳
』
と
は

大
谷
大
学
図
書
館
で
所
蔵
す
る
粟
津
家
記
録
の
な
か
に
収
め
ら
れ
、
東
本
願
寺

の
坊
官
粟
津
家
が
末
寺
か
ら
の
寺
号
・
木
仏
・
御
影
・
什
物
・
寺
格
な
ど
の
下

付
の
申
請
を
取
り
次
ぐ
奏
者
役
を
勤
め
、
そ
の
職
掌
に
係
る
も
の
と
し
て
、
途

中
、
寛
永
二
年
・
三
年
（
一
六
二
五
・
六
）
、
寛
文
十
一
年
．
十
二
年
（
一
六
七

（

句

。

）

（

４

）

し
本
県
に
関
係
あ
る
史
料
は
少
な
く
、
且
つ
期
間
も
短
か
く
不
充
分
で
あ
っ
た
。

も

う

し

も

の

ち

よ

う

東
本
願
寺
派
に
お
い
て
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
『
申
物
帳
』
と
称
す

同
様
の
史
料
が
あ
り
、
東
本
願
寺
と
地
方
寺
院
の
関
係
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出

来
る
。こ

の
度
大
谷
大
学
所
蔵
の
『
申
物
帳
』
を
調
査
す
る
機
会
を
戴
き
、
そ
の
膨

大
な
量
の
な
か
よ
り
と
り
あ
え
ず
本
県
関
係
の
調
査
を
行
っ
た
。
最
後
に
そ
れ

を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
『
木
仏
之
留
』
の
記
事
と
合
わ
せ
、
『
新
編
相
模
』
の

記
述
と
比
較
し
つ
つ
真
宗
寺
院
の
展
開
に
つ
い
て
私
見
を
交
え
、
時
代
を
追
っ

て
述
べ
て
み
た
い
。

ま
た
小
論
を
起
こ
す
に
あ
た
り
、
大
谷
大
学
の
草
野
顕
之
氏
・
林
一
宗
氏
そ

し
て
本
館
の
鈴
木
良
明
氏
の
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を

表
し
た
い
。
な
お
本
研
究
調
査
費
の
一
部
は
、
昭
和
五
八
年
度
文
部
省
科
学
研

究
費
補
助
金
奨
励
研
究
㈲
・
課
題
番
号
５
８
７
１
０
１
８
３
に
よ
っ
た
。

ー
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》
一
・
二
）
）
の
四
ケ
年
が
欠
け
る
も
の
の
慶
長
二
十
年
（
元
和
元
年
・
一
六
一

五
）
よ
り
延
宝
九
年
（
ニ
ハ
八
一
）
ま
で
の
お
よ
そ
六
十
五
年
に
亘
り
、
様
々

な
申
物
が
日
を
追
う
形
式
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
願
人
も
『
木
仏
之
留
』

同
様
、
末
寺
・
道
場
・
講
・
一
般
門
徒
な
ど
教
団
の
あ
ら
ゆ
る
層
か
ら
な
っ
て

い

る

ｏ

~

申
物
を
行
な
う
時
は
、
門
主
・
新
門
・
取
次
者
そ
し
て
自
ら
の
上
寺
等
に
礼

（

Ｆ

Ｄ

）

金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
か
な
り
の
経
済
力
を
要
し
た
。

ま
た
寺
号
免
許
に
関
す
る
事
務
手
続
き
は
、
東
西
両
派
と
も
分
立
以
前
の
形

式
を
あ
る
程
度
踏
襲
し
て
お
り
、
次
に
あ
げ
る
の
は
西
本
願
寺
派
の
記
録
で
あ

る
が
参
考
と
な
る
の
で
紹
介
す
る
。

西
本
願
寺
派
第
十
三
世
良
如
上
人
が
慶
安
年
中
（
一
六
四
八
’
五
二
）
に
坊

（

６

）

主
門
徒
の
守
る
べ
き
制
条
を
示
し
た
二
通
の
消
息
を
下
し
、
そ
の
中
の
一
通

鱗
蕊

蕊
…

寛文三年～寛文五年の『申物帳』写真1

『
諸
国
惣
坊
主
中
・
同
惣
門
徒
中
』
宛
の
消
息
の
中
に
、
七
箇
条
の
「
専
修
念

仏
ノ
行
者
等
可
制
禁
法
」
と
別
制
と
し
て
十
五
箇
条
の
「
諸
国
諸
坊
主
衆
ヘ
ノ

別
制
ノ
捉
条
」
が
あ
り
、
そ
の
別
制
の
第
六
条
に
、

寺
号
望
方
、
同
行
百
余
人
ナ
キ
者
ニ
ハ
可
レ
為
二
停
止
毛
其
上
ニ
テ
モ
所
ノ
坊

主
衆
ノ
付
状
ヲ
取
、
罷
上
リ
奉
レ
望
ヘ
キ
事
。

と
あ
り
、
道
場
の
寺
院
化
・
寺
院
の
創
建
に
は
同
行
が
百
人
以
上
必
要
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
当
時
の
一
戸
あ
た
り
の
家
族
数
を
五
人
乃
至
六
人

と
し
て
、
戸
数
に
換
算
す
る
と
お
よ
そ
十
七
戸
か
ら
二
十
戸
以
上
と
い
う
こ
と

（

向

ｆ

）

に
な
る
。
相
模
国
に
お
い
て
一
寺
を
支
え
る
郡
平
均
の
戸
数
は
、
多
い
郡
で
愛

甲
郡
の
四
十
一
・
九
戸
、
少
な
い
郡
は
鎌
倉
郡
の
十
七
・
八
戸
、
大
住
郡
の
二
十

一
・
二
戸
で
あ
り
、
相
模
国
全
体
の
平
均
で
は
二
十
九
・
六
戸
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
数
か
ら
見
る
と
「
同
行
百
余
人
」
を
条
件
と
し
た
こ
と
は
、
寺
院
の

維
持
運
営
に
関
し
て
最
低
限
必
要
な
数
を
保
証
せ
ん
と
す
る
意
図
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
文
中
の
、
「
所
ノ
坊
主
衆
ノ
付
状
ヲ
取
、
罷
上
リ
奉
レ
望
ヘ
キ
事
。
」

と
あ
る
の
は
、
寺
号
申
請
に
際
し
て
そ
の
地
域
の
門
徒
僧
の
同
意
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
意
味
だ
が
、
千
葉
乗
隆
氏
は
こ
れ
を
「
本
末
関
係
が
地
縁
関
係
に
よ

（

。

。

）

っ
て
形
成
さ
れ
る
一
契
機
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
」
と
さ
れ
た
。

（

Ｑ

》

）

こ
の
こ
と
は
、
中
世
の
真
宗
寺
院
は
様
々
な
門
流
に
よ
る
法
流
師
資
の
関
係

（

、

）

に
立
脚
し
、
地
域
を
超
え
、
広
範
囲
に
亘
り
宗
教
活
動
を
行
っ
て
き
た
の
に
対

し
、
近
世
の
そ
れ
は
従
来
の
法
流
資
師
の
関
係
を
解
消
し
、
地
域
社
会
に
お
け

る
結
合
を
強
め
、
本
山
の
中
央
集
権
的
機
能
を
高
め
る
と
い
う
近
世
的
宗
教
形

態
に
転
換
さ
せ
て
い
く
流
れ
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
え
よ
う
。
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第一表相模国の郡別諸宗派寺院数

修

験

宗

７

６

１

５

６

８

９

５

９

６

当

山

派

１

１

１

９

具
一
言
舎
示

'| 29
Ｊ

３

１

７

２

く Ｊ

６
３

１
く足柄上郡

足柄下郡

淘 綾 郡

大 住 郡

愛 甲 郡

高 座 郡

嫌 倉 郡

43 6 48

9 1 5

36 1 23

13 4 11

１

０

２
Ｊ

４
１

７
く

10

8

（1）
41

（1）
97

Ｊ

３
１

ｒ

、

17 39

10 41

（1）

48

4 26

（1）

12 46

20

（1）
74

、

ノ

５
１

１
／

~

92

（2）
Ｊ

９
１

１
く

| ‘‘
~

第二表相模国における宗派別創建年代

剛
叫
則
耐

－－ 年 代 ０Ｍ

州

″

１０砿

四

″

１０州

四

″

１０５

ノ

ー

Ｊ

１００

ノ

ー

ノ

ー０冊

″

１００

／

０

ノ

ー

1350 1400 1450

〃 " 〃

年
代

総合計｜不

明

| '"| '5" 1600 1650
〃 〃

17001750

以合計
〃

降

~~
｜ 〃

〃
宗 派

～

01 6

12

0

，7' 10 ０

０

０

０

０

０

0 0 8 ４

３

０
１

２

、

ノ

４

１
ｒ

、

8１

５

２

９

０

０

４ 菫
111 3 池

の
ｗ
Ｄ

グ

~

２

／

ｔ

91

(4)

268

(1)

32

(1)

告

示

｛

示

｛

示

｛

示

｛

示

｛

示

一

不

｛

示

真

土

蓮

済

洞

檗

言

土浄

浄

時

日

臨

曹

黄

真

0 0 1 5 5 １

１

１ ８

、

ｊ

Ｏ

９

４

１
１

１

ｒ

、

51 ４

０

６

61

0 0 0 0 0 7 01 21 11

(1)

0 ０

１

0 ０

１

00 0 １

１

２

１

４

２

３

３

10

25

２

７

６

，

Ｊ

０

５

１

４

１
く

７

９

１

２

９

１

Ｊ

１

２

１

24

15

(3)

115

26

19

(2)

112

1781 27 205

00 0 64 ５

０

230 55

(7)

363 32

285

(7)

395

(2)

(1） く

~
0 0 2 00 1 1 0 0 12 23 55 ６

，

Ｊ

５

８

、

ｊ

８

２

１

２

１

く

く

1

0 0 ０

１

０

３

0 0 0 ０

８

Ｊ

０

Ｊ

１

０

０

３

１

く

く

０

８

、

Ｊ

１

、

ノ

０

１

０

２

１

く

く

０

０

１

，

』

Ｏ

Ｏ

０

１

２

く

０

６

、

ノ

ー

２
く

０

３

Ｊ

２

Ｊ

０

４

１

０

２

、

ノ

４

，

Ｊ

０

３

７

３

５

３

く

く

２

３

、

ノ

７

，

Ｊ

１

８

２

３

４

３

く

く

５

１

12

202

(25）

43

(18）

6

42

36

１

４

７

，

Ｊ

６

加

釦

３

３

１

１

ｒ

、

13

１
１
1 I 4 6 １

４く
1 ２

３
1 336

(25）

80

(19）

（ ） ）

’

6 0 02 3 1 0 1

(2)
6

宗
宗
勃
誇
痔

律

兼

修

修

台

宗

派

派

言

四

Ｊ

ｊ

ｕ

ｕ

天

真

吟

本

当

(4』 （ 、

ノ

０

１

１

１〆
叱 く1

０

０

０

00 ０

１

０

』
0 0 4 ０

９

２
１

０

５

２
１

12

01 3 31 62

0 0 01 1 0 96
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~

~

~

~

~

~

~

、

~
一
派
~
~
~
~
、

~
~
~
~
~
~
~
~

~

~

~

~

~

~

ヘ

~

~

｛

示

~

~

、

~

~

~

~

~

~

、

~

~

~

~

~

~

、

、

~

~

~

~

~

~

、

~

~

~

~

~

~

、

~

~

Ｉ

・

~

~

、

~

~

~

謝

側

~

、

~

~

~

~

~

~

~

、

~

~

~

~

~

~

~

浄
土
真
宗

浄

土

宗
､

寺

｛

示

Ｉ 日

蓮

宗

臨

済

宗

曹

洞

宗

91鐸ヘ 三十
口 ロl

（4）
268

（1）
32

（1）
205 285

(7)’ 湾)| 』＄ ’
’

336

(25）
801 12

(19〕

１

４

０

７

０

０

１

０

０

28

（1）

28

（1）

20

（1）

66

（5）

23

（2）

61

49

（7）

23

（8）

38

4

（1）

2

（2）

10

40

（2）

4

（2）

3

10

（4）

6

（8）

1

０

０

０

１

０

０

１

０

０

1

４

７

０

３

８

６

１

６

７

1

1



こ
の
よ
う
に
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
、
真
宗
寺
院
の
制
度
的
な
違
い
を
対
比

す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
こ
と
が
寺
院
の
造
立
の
上
に
ど
う
反
映
す
る
か

み
て
い
き
た
い
。

教
線
拡
張
の
状
況
は
寺
院
の
造
立
数
の
変
化
か
ら
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ

り
、
相
模
国
の
寺
院
の
時
代
的
・
地
域
的
・
宗
派
的
展
開
を
数
量
と
し
て
み
る

（

ｕ

）

た
め
に
『
新
編
相
模
』
を
参
考
と
し
て
作
製
し
た
も
の
が
第
一
表
・
第
二
表
で

あ
る
。
年
代
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
創
建
年
を
採
っ
た
が
、
年
号
の
み
伝
え

る
も
の
は
そ
の
年
号
の
初
年
に
よ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
不
明
な
も
の
は
、
開
山
・

開
基
・
中
興
な
ど
の
没
年
を
採
っ
た
。
ま
た
創
建
年
代
が
不
詳
な
も
の
、
伝
承

さ
れ
て
い
る
も
の
の
著
し
く
信
想
性
を
欠
く
も
の
は
不
明
扱
い
と
し
た
。
し
か

し
創
建
年
代
等
は
全
て
が
正
確
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
あ

く
ま
で
も
概
略
を
握
む
も
の
と
し
て
戴
き
た
い
。

ま
た
次
の
Ｈ
１
日
を
表
に
反
映
さ
せ
た
。

㈲
改
宗
し
た
寺
院
で
改
宗
年
や
改
宗
前
の
宗
派
等
を
伝
え
る
も
の
は
、
こ
れ
ら

を
表
に
反
映
さ
せ
た
。

画
愛
甲
郡
飯
山
村
光
福
寺
は
隆
寛
の
開
山
に
よ
り
天
台
宗
寺
院
と
し
て
造
立

さ
れ
、
隆
寛
は
安
貞
元
年
（
二
三
七
）
に
没
し
た
。
天
正
年
間
（
一
五

七
三
’
九
二
）
に
改
宗
し
真
宗
と
な
っ
た
。

※
ま
た
次
の
こ
と
を
規
準
と
し
て
設
け
た
。

①
以
前
は
禅
宗
、
密
教
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
伝
承
の
も
の
は
改
宗
の
デ
ー

一
一

タ

ー

に

採

ら

な

い

。

②
寺
跡
や
長
期
間
廃
寺
に
な
っ
て
い
た
跡
に
別
の
宗
派
の
寺
院
を
造
立
し
た

も
の
は
、
①
と
同
様
に
し
た
。

③
改
宗
前
の
創
建
年
は
伝
え
て
い
て
も
、
改
宗
年
が
不
詳
の
も
の
は
改
宗
年

に
関
し
て
は
「
年
不
代
明
」
の
項
に
加
え
た
。

④
改
宗
の
た
め
他
宗
に
転
じ
た
寺
院
数
は
い
の
中
に
入
れ
た
。
ｏ
内
の
数
の

寺
院
が
そ
の
年
代
に
離
宗
し
た
こ
と
を
表
す
。

口
寺
院
が
他
郡
へ
移
転
し
た
場
合
、
移
転
の
年
代
を
伝
え
る
も
の
は
表
に
反
映

さ

せ

た

。

図
高
座
郡
社
家
村
浄
光
寺
は
、
天
文
元
年
（
一
五
三
二
）
鎌
倉
へ
造
立
さ
れ

た
が
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
’
四
四
）
に
高
座
郡
へ
移
転
し
た
。

（

皿

）

同
『
新
編
相
模
』
以
外
か
ら
も
真
宗
寺
院
の
デ
ー
タ
ー
を
採
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
相
模
国
の
真
宗
寺
院
で
造
立
さ
れ
た
件
数
は
九
五
ヶ
寺
で
全
休

の
四
・
九
％
に
あ
た
り
多
い
宗
派
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
期
真

宗
教
団
の
根
拠
地
が
関
東
で
あ
り
、
親
鴬
面
授
の
有
力
門
弟
を
中
心
と
し
た
多

く
の
門
流
や
道
場
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
、
平
塚
入
道
を
は
じ
め
と
し
て
本
県
に

（

蝿

）

関
係
の
あ
る
弟
子
が
い
た
こ
と
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
お
い
て
甘
縄
と
大
庭
に
門

（

狸

）

徒
集
団
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
有
力
な
寺
院
が
存
在
し
た
こ
と
。
ま
た

慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
の
本
願
寺
東
西
分
立
前
の
末
寺
を
伝
え
る
大
谷
大
学

（

鴫

）

所
蔵
の
『
古
キ
御
末
寺
帳
』
に
よ
る
と
、
相
模
国
関
係
で
は
善
福
寺
・
長
徳

（

鴫

）

寺
・
最
宝
寺
・
正
念
寺
な
ど
の
名
が
あ
り
、
同
帳
の
他
国
の
末
寺
に
比
し
て
数

量
的
に
特
に
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
依
拠
し
、
善
福
寺
以
下
の
寺
院
を
拠
点
と
し
て
教
線
拡
張
活
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動
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
従
っ
て
前
述
の
数
値
は
や
や
少
な

（

Ⅳ

）

き
に
よ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
近
世
期
に
お
け
る
展
開
が
不
充
分
で
あ
っ

た
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
表
ご
と
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
と
、
第
一
表
か
ら
は
、
明
白
に

真
宗
寺
院
の
多
い
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
多
い
地

域
と
し
て
は
三
浦
郡
、
次
い
で
鎌
倉
郡
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ぞ
れ

郡
内
寺
院
の
一
五
・
四
％
、
六
・
五
八
％
で
あ
る
が
、
他
郡
で
は
少
な
く
か
つ

同
比
も
ほ
ぼ
二
’
三
％
で
あ
る
。

さ
ら
に
教
線
拡
張
の
状
況
を
年
代
的
に
見
る
の
が
第
二
表
で
あ
る
。
数
量
の

変
化
を
見
る
と
概
ね
二
期
の
ピ
ー
ク
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
期
は
文
暦
元

年
（
一
二
三
四
）
親
鶯
の
帰
洛
の
前
後
で
あ
る
一
二
○
○
’
一
二
五
○
年
の
五

十
年
間
で
あ
り
、
後
期
と
し
て
は
一
六
○
○
年
を
中
心
と
し
た
前
後
百
年
間
で

あ
る
。こ

の
よ
う
に
数
値
的
に
も
二
つ
の
ピ
ー
ク
が
確
認
さ
れ
る
が
、
次
章
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
の
増
加
期
に
造
立
さ
れ
た
寺
院
の
特
質
を
あ
げ
て
み
る
。

前
期
の
増
加
期
に
属
す
寺
院
に
つ
い
て
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
造
立
の
状

況
を
伝
え
る
中
世
関
係
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
今
日
、
各
寺
院
の

伝
え
る
寺
伝
が
そ
れ
ら
を
類
推
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
開
山
・
開
基

等
開
創
に
纒
わ
る
伝
承
と
し
て
、
三
浦
郡
野
比
村
称
名
寺
の
「
古
は
古
義
真
言

（

咽

）

宗
に
て
大
塔
院
と
号
せ
し
が
、
貞
永
中
住
僧
了
法
親
驚
に
販
依
し
て
改
宗
す
」

三

創建に関する伝承を持つ真宗寺院

真宗草創期の人物に纏わる人物の伝承を持つ寺院~
第三表

（－）

｛
示

改

者

被改
宗者

郡 名 村名 寺 名 改宗・開創年等 改宗前 その他

改宗時は鎌倉に
ありと伝える

改宗時は鎌倉に
ありと伝える

ノ／

三 浦野比最宝

〃 〃 称名

〃 〃 最光

〃 三崎最福

〃 東浦賀乗誓

〃 不入斗西来

／ノ 大津信誠

鎌 倉上之村光明

〃 下倉田 永勝

〃 小菅谷長光

高 座小和田 上正

大 住岡田長徳

〃 落合長徳

淘 綾山下善福

足柄下郡国府津真楽

（参考・武蔵国の神奈川県域）

久良岐郡雑色東福

〃 〃 成就

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

燕
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
諏
鑪
〃
〃
〃
〃

明光承元3年(1209） 天

了法貞永年間(1232～33）

エ､
口

、
ｊ
、
ｊ
、
ｊ

Ｏ

７

６

３

２

４

２

２

２

１

１

１

く

く

く

年

年

年

２

元

４

喜

貞

元

寛

安

寛

永教

了源

乗頓
ム
ロ

二
F。

天

真

了恵安貞元年(1227）

了諦

了智

台

学

言

言

台

台

兼密

天

顕

真

真

天

天

、
ｊ

、

ノ

７

９

２

２

－

Ｊ

Ｊ

Ｊ

－

５

９

０

９

７

２

２

３

２

２

２

２

２

２

２

１

１

１

１

１

〆
ｌ
〆
ｉ
／
ｌ
〆
ｉ
〆
ｋ

間

年

年

年

間

年

元

２

元

年

禄

喜

喜

喜

貞

嘉

寛

寛

寛

安

光

源

西

了

親鴛海弁…文永3年寂(1266）

〃 祐元建保2年(1214）

寺

院

ユ民
口

相

天

法
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(二） 本願寺教団確立後の人物に纏わる伝承を持つ寺院

｛
示

改

者

被改
宗者

郡 名 村名 寺 名 改宗・開創年等 改宗前 その他

三 浦西浦賀法善

〃 上宮田来福

（参考・武蔵国の神奈jl l県域）

久良岐六浦長生

〃 氷取沢宝勝

寺蓮如法頓坊文明年間(1469～87）

寺准如祐光寛永年間(1624～44）

真

天

ニ
ロ
ム
ロ

寺蓮如頓乗･･･天正3年寂(1575） 真

寺証如空真享禄～天文年間(1528～55）臨

言

済

(三） （一）。（二)以外の人物又は特に伝承がない

郡 名 村名 寺 名 改宗者鶏改宗･開創年等 改宗前 その他
三 浦長井長徳

〃 三戸 宝徳

〃 逸見浄土

〃 野比高徳

鎌 倉 中之村長慶

ノ／ 矢部善了

愛 甲 飯山 光福

（参考・武蔵国の神奈川県域）

都 筑折本頁照

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

Ｊ

Ｊ

７

２

８
，
Ｊ
９
，
Ｊ

一

泊

一

鋤

９

５

３

５

６

１

７

１

４

〆

ｔ

５

〆

ｔ

ｑ

寂

Ｑ

寂

間

年

間

年

年

元

年

Ⅳ

明

正

正

正

文

天

天

永

天

天

天

ム
ロ
ム
ロ
ム
ロ

了善

永覚

実好普占超世

了全

春海

は占
孫

並
日
の

好
如

実
実

一
不
一
舌
ム
ロ

ー
ー密顕

真

天天正13年寂(1585）

寺 真
二
一
口

と
い
う
様
な
表
現
が
多
い
の
が
特
徴
と
い
え
る
。
親
驚
が
寺
院
の
開
創
に
直
接

関
与
し
た
こ
と
を
実
証
す
る
史
料
は
な
い
も
の
の
類
似
の
寺
伝
を
有
す
る
寺
院

は
多
数
あ
る
。
そ
れ
ら
を
分
け
る
と
第
三
表
の
よ
う
に
概
ね
次
の
三
通
り
に
な

ブ
（
》
Ｏ

Ｈ
親
驚
、
覚
如
な
ど
い
わ
ば
真
宗
草
創
期
の
人
物
の
化
益
に
よ
り
改
宗
を
行

箔

『

’

ノ

○

口
蓮
如
、
准
如
、
証
如
な
ど
本
願
寺
教
団
確
立
後
の
人
物
の
化
益
に
よ
り
改
宗

を

行

う

。

日
Ｈ
・
口
以
外
の
人
物
の
化
益
に
よ
り
改
宗
を
行
う
。
（
大
部
分
そ
の
名
前
を

伝

え

な

い

）

こ
の
Ｈ
１
日
を
時
代
的
に
み
る
と
、
Ｈ
が
前
期
、
口
・
日
は
後
期
の
増
寺
期

に
属
す
る
も
の
の
、
寺
院
草
創
の
伝
承
の
形
態
と
し
て
は
同
様
で
、
中
世
的
特

徴
で
あ
る
法
流
師
資
関
係
の
存
在
を
強
調
し
、
寺
院
の
開
創
に
関
連
づ
け
を
行

な
う
こ
と
が
類
型
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
同
時
に
、
真
宗
寺
院
開
創
の
形

態
と
し
て
他
宗
派
か
ら
の
改
宗
に
よ
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
も
わ
か

る
。
こ
れ
は
表
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
真
宗
寺
院
が
多
く
存
在
す
る
三
浦

地
方
で
例
が
多
い
。
勿
論
、
真
言
宗
・
天
台
宗
と
い
っ
た
旧
仏
教
系
寺
院
か
ら

の
改
宗
が
多
い
の
は
、
真
宗
の
み
な
ら
ず
新
仏
教
系
宗
派
の
展
開
の
あ
り
方
の

一
つ
と
い
え
る
。

ま
た
親
鷲
・
覚
如
に
関
す
る
開
創
伝
承
を
持
つ
寺
院
は
、
年
代
的
に
も
本
願

寺
教
団
興
隆
以
前
に
存
在
し
、
言
わ
ば
非
本
願
寺
の
そ
れ
も
相
模
国
に
お
い
て

は
明
光
系
を
中
心
と
す
る
門
流
と
い
え
る
が
、
蓮
如
出
現
以
降
次
第
に
本
願
寺

の
勢
力
下
に
な
っ
た
こ
と
は
時
の
流
れ
と
い
え
よ
う
。
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（

畑

）

こ
の
こ
と
は
児
玉
識
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
本
願
寺
教
団
の
優
勢
な
地

域
に
頻
発
し
た
一
向
一
摸
が
、
明
光
系
の
勢
力
圏
内
に
お
い
て
は
全
く
発
生
し

な
か
っ
た
」
こ
と
も
、
最
宝
寺
・
長
徳
寺
と
い
っ
た
有
力
寺
院
が
存
在
し
た
相

模
国
に
一
侯
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
理
解
出
来
る
。
従
来
一
部
で
説

か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
相
模
国
内
の
真
宗
は
後
北
条
氏
に
よ
る
弾
圧
や
改
宗
の

強
制
に
よ
り
、
門
徒
衆
の
弱
体
化
の
た
め
一
接
が
発
生
し
な
か
っ
た
と
す
る
の

は
そ
の
ま
ま
肯
ん
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

前
章
で
述
べ
た
前
期
の
ピ
ー
ク
に
属
し
中
世
的
色
彩
を
色
濃
く
持
つ
寺
院
に

対
し
、
後
期
の
ピ
ー
ク
は
戦
国
期
よ
り
始
ま
る
。
こ
れ
は
本
願
寺
教
団
の
台
頭

第四表明光に関する師資相承関係略図

一

Ⅱ

畔

坪

ｌ

慈

源

（
明
光
）

Ｉ
了
円
壇
ク
捗
剖
ｌ
了
覚
カ
マ
ク
ラ
ー
ｌ
慶
円
ヒ
ン
コ

ー

了

観

カ

マ

ク

ラ

Ｉ

法

喜

カ

マ

グ

ラ

ー

了

源

（

仏

光

寺

派

）

ｌ

了

信

カ

マ

ク

ラ

親
鴬
Ｊ
１
真
仏
Ｌ
ｌ
光
信
Ｉ
願
明
Ｉ
願
念

四

｜ ｜
教顕
念智

（
了
海
×
誓
海
）

カ
マ
ク
ラ
ー

~

『親鴛聖人総御門弟等交名』（『大谷本願寺通紀」

巻七所収）を参考として作成

に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
時
代
が
下
が
れ
ば
下
が
る
程
、
「
改
宗
の
経
験
」

や
「
法
流
師
資
の
伝
承
」
と
は
無
縁
の
寺
院
が
増
加
し
て
い
く
、
こ
れ
ら
近
世

的
様
相
を
持
つ
寺
院
の
増
加
を
『
申
物
帳
』
な
ど
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
よ
く
使
わ
れ
る
資
料
で
あ
る
が
、
京
都
の
西
本
願
寺
派
金
宝
寺
の
明

（

鋤

）

専
が
著
し
た
『
紫
雲
殿
由
縁
起
』
に
そ
の
状
況
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

寛
永
卜
成
り
京
並
二
田
舎
二
至
ル
迄
辻
本
看
主
寺
號
ヲ
望
申
一
八
世
上
静
識

ョ
リ
事
結
構
ニ
ナ
リ
、
坊
主
分
モ
威
儀
ヲ
取
り
繕
上
、
他
宗
寺
院
ノ
出
會
、

近
郷
近
理
同
居
等
有
し
之
ハ
寺
號
ヲ
名
乗
、
サ
レ
ハ
他
宗
門
ノ
僧
徒
彌
軽
蔑

ス
、
道
場
坊
ノ
、
卜
申
ヲ
嫌
上
、
寺
號
ヲ
名
乗
り
度
卜
望
、
（
中
略
）
寛
永

ノ
時
世
都
鄙
共
二
寺
号
ヲ
望
申
。

つ
ま
り
、
今
ま
で
他
宗
寺
院
か
ら
道
場
坊
と
軽
視
さ
れ
た
真
宗
の
坊
主
が
威
儀

を
取
り
繕
う
た
め
、
礼
金
を
出
し
て
寺
号
を
免
許
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
が
、
相
模
国
に
お
い
て
も
同
様
と
思
わ
れ
る
。
『
新
編
相
模
』

に
開
山
や
開
基
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
門
徒
坊
主
が
『
申
物
帳
』
や
『
木
仏

之
留
』
に
登
上
し
て
い
る
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

『
新
編
相
模
』
に
「
大
住
郡
岡
田
村
長
徳
寺
の
塔
頭
順
恩
寺
は
開
基
源
了
」

と
の
記
録
が
あ
る
が
、
『
申
物
帳
』
に
も
正
保
五
年
（
一
六
四
八
）
に
同
寺
の

記
事
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
新
編
相
模
』
で
は
伝
え
な
い
開
創
の
年
を
『
申
物
帳
』
に
ょ

絵

帯

刀

表

佐

渡

閏

正

月

八

日

宿

佐

渡

一
教
如
様
⑳
長
徳
寺
下
相
州
大
住
郡

九
月
十
二
日
出
申
候
愛
甲
庄
岡
田
村

寺

号

望

⑳

順

忍

寺

卜

御

免

源

了

句

一イー



と
あ
る
が
、
『
申
物
帳
』
に
は

り
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
源
了
は
所
謂
「
開
基
」
で
は
な
く
、
長
徳
寺
を
上
寺
と
し
て
申
物
を
行

っ
た
道
場
主
的
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
新
編
相
模
』
で
は
塔
頭

と
表
現
し
て
い
る
が
、
真
宗
で
は
塔
頭
を
普
通
は
寺
中
（
他
に
も
地
中
・
持

（

釦

）

僧
・
寺
内
・
脇
寺
等
）
と
称
し
『
真
宗
史
概
説
』
に
よ
る
と
、

門
徒
の
数
が
百
戸
を
越
え
る
と
僧
侶
と
し
て
生
計
を
た
て
う
る
ば
か
り
で
な

く
、
寺
役
を
円
滑
に
遂
行
す
る
た
め
の
常
勤
の
役
僧
を
雇
傭
す
る
必
要
が
生

じ
、
二
百
戸
内
外
以
上
の
寺
で
は
寺
の
次
三
男
や
忠
実
な
役
僧
を
結
婚
後
も

寺
内
の
一
屋
に
居
住
せ
し
め
、
以
後
そ
の
子
孫
代
々
に
わ
た
っ
て
寺
役
法
要

を
補
佐
さ
せ
る
必
要
が
た
か
ま
る
。
こ
の
譜
代
の
従
属
的
僧
分
が
寺
中
で
あ

る
。
（
後
略
）

こ
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
自
身
の
門
徒
を
持
た
ず
本
坊
の
従
属
下
に
活
動
す

、

る
宗
教
単
位
で
あ
る
が
、
『
申
物
帳
』
に
よ
る
と
順
恩
寺
は
長
徳
寺
下
と
あ
り
、

一
般
末
寺
と
同
様
の
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

（

配

）

寺
号
獲
得
の
条
件
か
ら
み
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
の
寺
号
免
許
の
時
点
で
は

独
立
し
た
寺
院
と
推
測
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
源
了
と
同
じ
日
附
に
記
録
さ
れ
て
い
る
高
座
郡
社
家
村
の
圓
賀
の
記
事

と
比
較
し
て
み
る
と
、
『
新
編
相
模
』
に
は
、

明
窓
寺
光
室
山
旭
登
院
と
号
す
京
束
本
願
寺
末
本
尊
弥
陀
を
安
ず
、

中

興

捧

珍

と

云

ふ

慶

長

十

八

年

九

月

十

二

寂

す

同

絵

表

同

人

宿

同

人

一
蓮
如
様
⑳
長
徳
寺
下
相
州
高
座
郡

九
川
十
↓
一
日
出
申
候
渋
谷
庄
社
家
村

と
あ
り
、
先
の
順
恩
寺
同
様
開
山
及
び
開
創
年
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た

源
了
と
同
様
に
圓
賀
が
長
徳
寺
を
介
し
て
寺
号
を
申
物
し
て
い
る
が
、
本
願
寺

側
の
記
録
に
は
表
記
の
上
か
ら
も
順
恩
寺
が
明
窓
寺
と
比
較
し
て
塔
頭
的
表
現

は
な
い
。

さ
ら
に
寺
号
免
許
と
関
連
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
紙
寺
号
が

あ
る
。
紙
寺
号
が
登
上
し
て
い
る
も
の
と
し
て
『
申
物
帳
』
慶
安
三
年
（
一
六

五
○
）
の
記
事
に
、

蕊蕊
鍵七

月

七

日

岡

田

一
紙
寺
号
⑳
長
徳
寺
下
相
州
大
隅
郡

望

戌

ノ

十

月

虻

日

出

ル

岡

田

村

應

念

寺

竃
暮

寺
号
望
⑳
明
窓
寺
卜
御
免
圓
賀

郡

鴬
蕊議

瀞:認

~~~~~~伐・2.: や

. ﾆﾄﾖ1鞭

蕊
巌
磁

鍵議蕊鍵鍵蕊鍵議蕊鍵鍵灘灘鍵

写真2 『申物帳』慶安三年七月七日の記事
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こ
の
二
ヶ
寺
は
『
新
編
相
模
』
に
よ
る
と

應

念

寺

長

徳

寺

塔

頭

開

基

了

覺

法
閑
寺
清
谷
山
華
臺
院
と
号
す
、
京
東
本
願
寺
末
本
尊
弥
陀
を
置
く
開
山

を

祓

信

と

云

ふ

延

宝

三

年

二

月

廿

八

日

寂

す

。

と
あ
り
、
こ
れ
ら
を
比
べ
る
と
『
申
物
帳
』
の
記
事
が
『
新
編
相
模
』
の
伝
え

な
い
部
分
を
補
っ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

ま
た
両
寺
院
に
免
許
さ
れ
た
「
紙
寺
号
」
と
は
教
団
内
の
み
に
通
用
す
る
寺

（

認

）

号
と
推
定
さ
れ
る
が
、
寺
法
の
監
督
下
か
ら
国
法
の
そ
れ
に
か
か
る
正
式
の
寺

院
と
な
っ
た
時
、
紙
寺
号
免
許
の
年
を
創
建
年
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
寺
側
に

と
っ
て
「
寺
号
」
免
許
と
同
義
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

ま
た
先
程
の
順
恩
寺
の
『
新
編
相
模
』
の
記
事
と
関
連
し
て
、
寺
中
（
塔

頭
）
に
許
可
す
る
寺
号
と
し
て
は
む
し
ろ
紙
寺
号
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
が
、

し
か
し
法
閑
寺
は
塔
中
で
は
な
い
、
と
も
か
く
何
故
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が

な
さ
れ
る
の
か
今
後
の
研
究
を
待
ち
た
い
。

寺
号
の
免
許
に
関
し
て
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
三
浦
郡
逸
見
村
浄
栄

寺
の
記
事
も
こ
の
時
代
を
反
映
し
興
味
深
い
。
『
新
編
相
模
』
に
は
、

淨
栄
寺
放
光
山
と
号
す
京
東
六
條
本
願
寺
末
本
尊
弥
陀
を
置
く
、
開
基

同

日

岡

田

一
紙
寺
号
④
長
徳
寺
下
相
州
高
座
郡

望

社

家

村

法

閑

寺

戌
十
月
廿
一
日
出
ル

友
心 了

覚

と
あ
る
が
、
翌
五
年
（
一
六
六
五
）
の
記
事
に
は
、

を

惠

春

、

貞

享

三

年

八

月

廿

四

日

死

す

、

と

云

ふ

。

と
あ
る
。
『
申
物
帳
』
に
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
記
事
に
、

蕊簿 同
日
（
六
月
六
日
）

一

木

佛

相

州

三

浦

郡

逸

見

庄

寺

号

吉

倉

村
浄

栄

寺

卜

御

免

恵

春
（

銀

）

右
者
帰
参
西
方
二
て
安
置
故
御
礼
艮
な
く

御
免
飯
前
浄
土
寺
ト
申
候
依
望
浄
栄
寺
と

被

成

御

改

候

二

月

廿

九

Ｈ

一

木

佛

相

晶

三

浦

郡

逸

見

村

栄

寺

卜

御

改

寺

号

浄

土

寺

卜

御

免

恵

春

詫軟輔い●ニマ●●●●、●●●＋＆

蕊
写真3 『申物帳』寛文五年六月六日の記事
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前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
教
如
上
人
に
よ
る
東
本

願
寺
の
別
立
以
来
、
東
西
両
本
願
寺
の
対
立
は
激
化
し
、
申
物
の
礼
金
の
軽
減

や
免
除
を
行
な
い
、
末
寺
獲
得
運
動
の
激
化
に
よ
り
一
旦
属
し
た
派
か
ら
改
派

す
る
な
ど
、
慶
長
か
ら
元
和
に
か
け
真
宗
教
団
は
混
乱
す
る
に
至
り
、
帰
参
改

派
の
問
題
が
生
じ
た
。

さ
ら
に
、
千
葉
乗
隆
氏
は
寛
永
年
間
か
ら
の
宗
派
と
上
寺
を
確
定
す
る
『
本

（

型

）

末
帳
』
の
作
製
も
こ
の
混
乱
を
増
す
一
因
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
混
乱
の
た
め
、
東
西
本
願
寺
と
も
帰
参
に
関
す
る
詳
細
な
事
務
処

（

妬

）

理
の
方
法
が
定
め
ら
れ
、
さ
ら
に
寛
延
三
年
（
一
七
五
○
）
四
月
に
は
、
帰
参

の
裁
決
を
幕
府
に
請
う
件
数
が
増
加
し
た
の
で
、
幕
府
よ
り
各
地
の
領
主
が
取

（

妬

）

扱
う
こ
と
の
再
確
認
の
通
達
が
発
せ
ら
れ
た
。

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
恵
春
の
名
で
、
寛
文
四
年
に
浄
土
寺
の
寺
号
と
木
仏
が

下
付
さ
れ
、
翌
年
に
再
び
浄
栄
寺
と
寺
号
を
改
め
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る

が
、
「
帰
参
に
つ
き
」
と
御
礼
銀
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
逸
見
に
は
西

本
願
寺
派
の
浄
土
寺
が
現
存
し
、
浄
栄
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
恵
春
は
浄
土
寺
よ

り
養
子
に
迎
え
ら
れ
、
浄
土
寺
の
助
力
に
よ
り
衰
退
し
て
い
た
浄
栄
寺
を
興
し

た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
初
め
許
さ
れ
た
寺
号
が
浄
土
寺
で
あ
る
こ
と
を
考
え

る
と
不
明
の
点
が
多
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
願
寺
の
分
立
以
来
六
十
年
を
経
て
も
混
乱
が
続
い
て

い
る
状
況
を
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

時別

こ
の
よ
う
に
真
宗
史
上
の
大
事
件
と
も
い
え
る
東
西
分
立
に
よ
っ
て
、
数
量

的
に
は
多
く
な
い
も
の
の
寺
院
の
造
立
に
も
影
響
が
及
び
、
近
世
真
宗
寺
院
開

創
の
一
つ
の
様
式
と
も
い
え
る
程
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
と
造
寺
の
様
子
を
み
て

み
た
い
。

ま
ず
西
派
の
『
木
仏
之
留
』
よ
り
相
模
国
関
係
を
み
る
と
、
本
願
寺
分
立
の

年
で
あ
る
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
に
山
下
の
善
福
寺
の
記
事
が
あ
る
。

釈

准

如

Ｉ

慶

長

七

年

Ⅱ

十

一

月

十

六

日

シ

ウ

願

主

善

福

寺

釈

行

宗

右
木
仏
者
相
州
山
下
善
福
寺
予
武
州
江
戸
へ
下
向
之
刻
路
次
ニ
テ
馳
走
□
□

候
間
令
免
之
者
也

山
下
と
は
大
磯
に
あ
る
村
名
で
あ
る
。
こ
の
善
福
寺
は
『
新
編
相
模
』
に
よ
る

と

善
福
寺
龍
頭
山
花
山
院
と
号
す
京
西
六
條
本
願
寺
末
、
天
正
中
一
旦
東

派

に

転

じ

、

安

永

二

年

再

本

門

に

属

す

。

開

山

了

源

と
あ
る
。
「
天
正
年
間
（
一
五
七
三
’
九
二
）
東
本
願
寺
派
に
転
じ
、
安
永
二

年
（
一
七
七
三
）
西
本
願
寺
派
に
属
す
」
と
の
『
新
編
相
模
』
の
記
事
を
考
え
る

と
、
東
西
分
立
と
『
木
仏
之
留
』
の
記
事
は
慶
長
七
年
で
あ
る
か
ら
『
新
編
相

模
』
が
伝
え
る
天
正
の
記
事
は
誤
り
で
あ
る
し
、
当
然
善
福
寺
が
東
本
願
寺
派

に
属
す
る
の
は
、
慶
長
七
年
以
降
と
な
る
。
ま
た
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
よ

り
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
ま
で
の
四
次
に
亘
る
親
驚
の
旧
跡
巡
拝
に
よ
り
、

（

幻

）

江
州
八
幡
の
島
屋
長
次
が
編
し
た
『
親
鶯
聖
人
御
旧
跡
二
十
四
輩
参
詣
記
』
に

よ
る
と
、
善
福
寺
は
東
派
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
安
永
二
年
に
西
派
に
転
じ
た
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と
あ
る
の
は
信
頼
す
る
に
足
り
よ
う
。

と
も
か
く
山
下
善
福
寺
に
対
し
足
柄
上
郡
壗
下
村
に
同
名
の
寺
が
あ
り
、
そ

の
寺
に
つ
い
て
『
新
編
相
模
』
で
は

善
福
寺
龍
頭
山
花
水
院
と
号
す
京
西
六
條
本
願
寺
末
平
塚
入
道
了
源

を

開

山

と

す

、

建

長

三

年

三

月

十

二

日

寂

す

。

と
他
の
寺
院
同
様
聞
き
書
き
を
行
っ
て
い
る
が
、
続
い
て
、

今
維
考
す
る
に
當
寺
の
如
き
は
最
後
世
大
磯
の
善
福
寺
を
模
し
て
、
創
建
せ

し
事
論
な
か
る
く
し
、
（
中
略
）
然
れ
ば
彼
寺
東
派
に
属
せ
し
頃
、
西
派
下

に
了
源
の
遺
跡
を
留
め
ん
が
た
め
、
當
寺
を
模
造
せ
し
（
後
略
）

と
明
快
に
断
言
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
同
様
の
事
例
と
し
て
、
足
柄
下
郡
国
府
津
真
楽
寺
が
あ
る
。
『
新

編
相
模
』
に
よ
る
と
、

真
楽
寺
勧
山
（
す
す
め
ざ
ん
）
信
楽
院
と
号
す
、
東
本
願
寺
末
（
中
略
）

天
台
宗
の
古
刹
な
り
、
安
貞
の
頃
親
鴬
当
国
化
益
あ
り
し
時
、
現

住
性
順
、
師
資
の
約
を
な
し
、
（
中
略
）
親
驚
を
開
山
と
し
、
顕

知
を
二
世
と
し
、
三
世
は
是
證
と
云
り
、
中
興
超
傳
（
後
略
）

と
あ
る
。
ま
た
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
よ
り
親
驚
が
七
年
間
住
し
た
寺
伝
も

（

魂

）

有
す
る
が
、
同
寺
も
『
木
仏
之
留
』
並
び
に
『
申
物
帳
』
に
記
録
が
残
る
。

ま
ず
『
木
仏
之
留
』
に
は
、

釈

准

如

ｌ

慶

長

十

四

年

巳

酉

二

月

廿

三

日

願

主

真

楽

寺

釈

善

広

右
木
仏
者
相
州
西
郡
足
下
郡
田
嶋
郷
国
府
津
善
広
依
望
如
此
也

同

Ｒ

’一

教

如

様

右

願

人

同

人
御

礼

な

し

会

三

十

良

表

与

左

エ

門

と
あ
り
、
東
本
願
寺
派
へ
の
改
派
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
西
本
願
寺
派
に
お
い
て
、
足
柄
上
郡
川
西
村
勧
山
（
か
ん
ざ

（

調

）

ん
）
信
楽
院
真
楽
寺
を
建
立
さ
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ま
た
国
府
津
の
真
楽
寺
で
は
『
申
物
帳
』
に
名
前
を
見
せ
る
超
傳
を
中
興
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
寺
を
運
営
し
、
本
願
寺
に
様
々
な
申
物
を
し
た
僧
が

中
興
と
評
価
さ
れ
る
例
は
他
に
も
多
く
、
こ
う
し
た
中
興
的
人
物
の
頻
出
は
、

寺
院
の
造
立
が
増
加
す
る
状
況
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り

本
願
寺
の
東
西
分
立
に
よ
る
末
寺
争
奪
合
戦
が
引
き
起
こ
し
た
地
方
寺
院
の
活

性
化
が
、
こ
れ
ら
の
大
き
な
要
因
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
『
申
物
帳
』
の
記
事

の
、
「
帰
参
二
付
：
：
：
」
と
但
し
書
き
が
付
き
、
礼
銀
の
免
除
及
び
軽
減
に
か

か
る
件
数
が
多
い
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

と
あ
り
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
○
九
）
に
木
仏
を
下
付
さ
れ
、
こ
の
時
は
西
本

願
寺
派
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
の
『
申
物
帳
』

に
は
、

（
八
川
）
十
三
Ｈ
廿
剛
日
御
出

’一
御
開
山
様
相
州
足
柄
下
郡
田
嶋
郷

御

潰

御

免

国

府

津

村

真

楽

寺

超

傳

帰
参
二
付
理
門
様
か
御
開
山
様
此
方
へ
取
上
御
裏
遊
か
へ
被
下
候
会

表

も

て

ん

や

く

ニ

ロ

仰

付

下

候
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註

既
述
の
と
お
り
、
真
宗
教
団
の
展
開
を
寺
院
の
造
立
の
見
地
よ
り
、
時
代
的

に
流
れ
を
追
い
、
ま
た
伝
承
す
る
寺
伝
の
面
か
ら
も
私
見
を
交
え
て
述
べ
て
み

た
が
、
旧
仏
教
系
宗
派
か
ら
の
改
宗
、
真
宗
内
部
に
お
い
て
は
帰
参
改
派
の
問

題
な
ど
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
絡
み
あ
い
、
さ
ら
に
私
の
寺
院
調
査
が
不
充
分

な
こ
と
も
あ
り
甚
だ
雑
駁
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
同
時
に
紹
介
す
る

『
申
物
帳
』
と
合
わ
せ
て
、
本
県
に
お
け
る
真
宗
教
団
形
成
の
研
究
の
一
助
と

な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
１
）
寺
誌
に
関
し
て
い
え
ば
、
概
し
て
足
柄
上
・
下
郡
が
比
較
的
詳
細
な
の
に
対
し
、

津
久
井
郡
、
大
住
郡
は
そ
う
で
な
い
。
調
査
者
が
郡
ご
と
に
異
な
る
た
め
か
。

（
２
）
『
木
仏
之
留
御
影
様
之
留
』
（
本
願
寺
資
料
集
成
）
。

（
３
）
『
木
仏
之
留
』
に
記
録
さ
れ
る
県
内
の
寺
院
及
び
門
徒
（
道
場
主
か
）
は
、
慶

長
七
年
の
山
下
善
福
寺
・
高
御
蔵
最
宝
寺
、
同
十
年
の
長
浦
村
浄
光
寺
・
武
州

（

マ

マ

）

勝
田
郷
最
乗
寺
・
二
町
屋
村
真
福
寺
、
同
十
二
年
の
矢
部
村
善
了
寺
・
長
井
郷

長
福
寺
、
同
十
四
年
の
国
府
津
真
楽
寺
、
同
十
六
年
の
鎌
倉
山
内
成
福
寺
、
元

和
五
年
の
飯
山
郷
法
忍
で
あ
る
。
（
村
名
等
は
原
文
の
ま
ま
）
。

（
４
）
『
木
仏
之
留
』
の
記
録
期
間
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
ｌ
寛
文
三
年
（
一
六

六
三
）
し
か
し
慶
長
八
・
九
年
、
元
和
二
・
三
・
六
年
、
寛
永
元
’
十
七
・
十

九
・
二
十
年
、
正
保
元
’
四
年
、
慶
安
元
’
四
年
、
承
応
元
’
三
年
、
明
暦

元
’
三
年
、
万
治
元
’
三
年
、
寛
文
元
年
の
記
録
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
の
で
二

お

わ

り

に

（
Ｒ
Ｕ
）

（
”
ｊ
）

（
Ｆ
Ｄ
）

へへ

9 8
ｰゞ

へへへ

13 12 11
レ嘗一

（
、
）

（
皿
）

四
年
間
分
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
一
部
を
補
う
も
の
と
し
て
『
木
仏
並
御
影
』
（
龍
谷
大
学
蔵
）
が

あ
る
。
慶
長
二
十
年
（
元
和
元
年
）
ｌ
元
和
五
年
の
三
月
二
十
九
日
ま
で
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
調
査
に
よ
る
と
本
県
関
係
で
は
、
元
和
四
年
に
三
件

の
記
録
が
あ
る
。

礼
金
の
額
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
そ
の
事
務
的
記
録
と
し
て
次
の
史

料
に
詳
し
い
。
『
申
物
諸
願
取
扱
方
之
記
』
『
諸
事
心
得
之
記
』
（
『
真
宗
史
料
集

成
』
第
九
巻
所
収
）
。

『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
十
五
’
十
八
ペ
ー
ジ
。

青
山
孝
慈
「
江
戸
時
代
相
州
の
寺
院
こ
（
『
神
奈
川
県
史
研
究
』
四
六
）
八
ペ

ー
ジ
の
第
六
表
を
参
考
に
し
た
。

千
葉
乗
隆
『
真
宗
教
団
の
組
織
と
制
度
』
八
五
。
ヘ
ー
ジ
。

覚
如
の
『
改
邪
紗
』
に
よ
る
と
親
鴬
の
門
徒
が
各
地
に
道
場
を
開
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
巻
所
収
）
。

た
と
え
ば
野
比
の
最
宝
寺
が
備
後
・
安
芸
を
中
心
と
し
て
山
南
光
照
寺
以
下
五

百
余
寺
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

大
日
本
地
誌
大
系
本
（
雄
山
閣
刊
）
を
使
用
し
た
。

『
鎌
倉
廃
寺
事
典
』
『
三
浦
古
尋
録
』
な
ど
。

『
大
谷
遺
跡
録
』
『
大
谷
本
願
寺
通
記
』
巻
七
「
親
驚
聖
人
総
門
弟
等
交
名
」
（
以

上
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
所
収
）
、
『
親
鶯
上
人
御
旧
跡
廿
四
輩
記
］
『
親

驚
聖
人
遺
徳
法
輪
集
』
（
以
上
『
真
宗
全
書
』
第
六
五
巻
所
収
）
な
ど
に
よ
る

と
、
性
信
・
信
楽
・
明
光
な
ど
の
名
が
あ
る
。

前
掲
（
、
）
、
さ
ら
に
石
山
戦
争
の
際
、
相
模
の
門
徒
が
石
山
本
願
寺
に
兵
糧
を

送
っ
た
こ
と
に
関
す
る
文
書
が
厚
木
長
徳
寺
に
残
る
。
（
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
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編

三

八

三

九

○

・

八

三

九

七

号

文

書

）

。

（
媚
）
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
粟
津
家
記
録
蔵
幽
・
１
『
古
キ
御
末
寺
帳
』
。

（
蝿
）
善
福
寺
（
淘
綾
郡
大
磯
）
長
徳
寺
（
大
住
郡
岡
田
と
落
合
に
長
徳
寺
が
存
在
す

る
が
村
名
が
付
記
さ
れ
て
い
な
い
）
最
宝
寺
（
三
浦
郡
野
比
）
正
念
寺
（
津
久

へへへへへへへへ

25 24 23 22 21 20 19 18
曹－し嘗嘗レーし

（
Ⅳ
）

へへ

27 26
ｰし

会
』
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
八
巻
所
収
）
に
も
東
派
と
あ
る
。

（
調
）
『
二
十
四
輩
順
拝
図
会
』
後
篇
巻
之
五
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
唾
第

東
本
願
寺
派
『
東
本
山
御
法
寺
要
書
』
文
政

願
寺
派
『
申
物
諸
願
取
扱
方
之
記
』
文
化
八

あ
る
。
（
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
九
巻
所
収
）
。

『
御
鯛
耆
寶
暦
集
成
』
宗
旨
之
部
一
○
○

』
文
政

一
○
○

『
新
編
相
模
国
風
土
記
槁
』
三
浦
郡
不
入
叩

児
玉
識
『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』
詞

『
真
宗
全
聿
邑
巻
七
○
三
七
○
ペ
ー
ジ
。

赤
松
俊
秀
・
笠
原
一
男
編
『
真
宗
史
概
説

『
真
宗
史
概
説

三
浦
郡
不
入
斗

寺
竺

十『

井
郡
名
倉
）
。

乾
元
元
年
（

こ
と
も
、
見

乾
元
元
年
（

大
谷
大
学
草
野
顕
之
氏
の

前
掲
（
８
）
二
六
九
ペ
ー
ジ

東
本
願
寺
派
『
東
本
山
御
枠

草
野
顕
之
氏
の

前
掲
（
６
）
。

等
参
照
）
。

中
根
和
浩
「
二
十
四
輩
考
」
（
『
近
世
仏
教
の
諸
問
題
』
二
二
九
’
二
三
五
ぺ
ｌ

ジ
）
ま
た
こ
の
参
詣
記
を
参
考
と
し
て
作
ら
れ
た
、
了
貞
の
叩
廿
四
輩
順
拝
図

一
三
○
二
）
以
来
、
数
次
の
真
宗
教
団
に
対
す
る
禁
制
が
あ
っ
た

こ
と
も
、
見
逃
せ
ざ
る
勢
力
が
存
在
し
た
こ
と
の
裏
付
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
参
考
と
し
て
『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
三
六
六
四
一
・
上
五
一
八
号
文
言

御
教
示
に
よ
る
。 』

村
西
来
寺
の
項
。

十
一
年
（
一

文
化
八
年
（
一
八
一

一・

ユー

ノ、

⑥

▼へ～

、顎

、ノ

ン

0

二
六
四
ペ
ー
ジ
。八

二
八
）
写
、
西
本

二
編
集
が
そ
れ
で

八
巻
所
収
）
。

（
調
）
国
府
津
真
楽
寺
が
東
に
転
派
し
て
匂
申
物
帳
』
に
載
る
年
よ
り
七
年
早
い
。
こ

れ
は
国
府
津
真
楽
寺
の
申
物
が
実
際
の
改
派
よ
り
数
年
後
に
行
な
わ
れ
た
の
か

川
西
村
真
楽
寺
の
伝
承
が
誤
り
な
の
か
、
ど
ち
ら
の
理
由
で
年
代
的
差
が
あ
る

の

か

不

明

で

あ

る

。
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ま
ず
体
裁
か
ら
述
べ
る
と
、
何
れ
も
上
質
か
つ
厚
手
の
美
濃
紙
を
粘
葉
綴
合

冊
に
し
た
も
の
で
、
各
冊
と
も
大
き
さ
は
ほ
ぼ
同
様
で
お
よ
そ
の
寸
法
が
縦
二

五
セ
ン
チ
、
横
二
○
セ
ン
チ
で
あ
る
。
数
年
分
を
合
冊
し
、
表
題
を
つ
け
て
あ

ヂ
（
》
○

各
表
題
の
前
の
記
号
は
、
粟
津
家
記
録
と
し
て
図
書
館
で
整
理
さ
れ
て
い
る

分
類
番
号
で
あ
る
。
ま
た
Ⅱ
録
上
は
全
て
『
申
物
帳
』
と
な
っ
て
い
る
が
、
時

代
に
よ
っ
て
異
な
る
。
表
題
及
び
年
次
の
記
載
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

李
幽
・
理
御
影
様
木
仏
御
免
日
記
慶
長
二
十
（
元
和
元
）
年
、
元
和
二
・

三

年

御

影

様

木

仏

出

日

記

元

和

四

・

六

年

御

影

様

木

仏

出

日

記

元

和

七

・

八

年

御

影

様

木

仏

出

日

記

元

和

九

年

週

御

影

様

出

日

記

元

和

九

年

型

木

仏

御

影

様

出

日

記

元

和

十

（

寛

永

元

）

年

（

マ

マ

）

賜

御

頴

様

出

留

寛

水

四

・

五

年

焔

御

影

様

出

日

記

寛

永

六

’

十

年

（

マ

マ

）

Ⅳ

御

頴

様

帳

寛

永

十

一

’

十

五

年

喝

申

物

之

帳

寛

永

十

五

年

ｌ

正

保

二

年

田

申

物

之

帳

正

保

二

年

Ｉ

慶

安

二

年

申

物

之

帳

慶

安

三

・

四

年

附
・
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
申
物
帳
雪

加

申

物

之

帳

慶

安

五

（

承

応

元

）

年

ｌ

承

応

二

年

劃

申

物

之

帳

承

応

二

’

四

年

犯

申

物

之

帳

承

応

五

（

明

暦

元

）

年

ｌ

明

暦

四

年

配

申

物

之

帳

明

暦

四

（

醐

治

元

）

年

ｌ

萬

治

三

年

型

申

物

之

帳

萬

治

四

年

ｌ

寛

文

三

年

妬

申

物

之

帳

寛

文

三

年

ｌ

寛

文

五

年

配

申

物

帳

寛

文

六

・

七

年

訂

申

物

帳

寛

文

八

’

十

年

調

申

物

帳

寛

文

十

三

年

ｌ

延

宝

二

年

調

申

物

帳

延

宝

三

’

五

年

鋤

申

物

帳

延

宝

五

’

七

年

鉦

申

物

帳

延

宝

七

’

九

年

と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
一
頁
あ
た
り
二
件
平
均
で
記
入
さ
れ
て
い
る
。

一
日
あ
た
り
の
処
理
件
数
も
三
十
を
越
す
日
も
珍
し
く
な
く
、
従
っ
て
木
仏
や

御
影
の
生
産
数
も
か
な
り
の
数
量
に
な
ろ
う
。

ま
た
日
附
の
順
が
数
箇
所
に
お
い
て
前
後
し
て
い
る
の
も
、
処
理
件
数
の
膨

大
さ
に
よ
る
混
乱
を
物
語
る
。（

も

上

）

大
桑
斉
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
申
物
の
記
録
は
奏
者
自
身
で
な
く
、
奏
者
の

監
督
を
う
け
つ
つ
祐
筆
が
あ
た
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
監
督
を
示
す
も
の
と

（

ワ

』

）

し
て
申
物
の
箇
所
に
印
が
押
さ
れ
て
い
る
・
そ
の
印
は
寛
永
五
年
よ
り
「
元
故
」

の
朱
印
が
用
い
ら
れ
、
同
十
三
年
に
は
黒
印
と
な
り
、
正
保
二
年
ま
で
用
い
ら

れ
る
。
元
故
の
没
後
も
同
印
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
的
な
印
が
受
取

印
・
承
認
印
と
な
っ
た
も
の
で
、
正
保
三
年
よ
り
は
別
の
黒
印
が
用
い
ら
れ
て
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｡■･母口吐喝唖

元和三年二月廿七日の記事(本県関係の初見） 写真4初期の『申物帳』（『御影様出日記l元和九年）

い
る
。

『
申
物
帳
』
よ
り
抜
き
出
し
た
、
神
奈
川
県
域
に
関
す
る
記
事
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。
年
次
の
前
後
し
て
い
る
箇
所
も
あ
っ
た
が
年
代
順
と
し
た
。
ま
た

月
初
め
以
外
は
月
名
の
記
載
が
略
さ
れ
て
い
た
り
、
同
じ
日
附
け
の
も
の
は
同

日
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
は
具
体
的

な
月
日
を
補
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
寺
名
や
地
名
等
の
文
字
は
全
て
原
文
の
ま

ま
で
あ
る
。

（
元
和
三
年
）

二

月

廿

七

日

’

１

～

一
太
子
七
高
祖
相
州
大
住
郡
愛
甲
庄

絵

一

内

岡

田

長

徳

寺

表

藤

七

了

内

御

礼

な

し

一

一

被

下

候

是

ハ

江

戸

へ

御

下

候

時

御

馳

走

申

故

二

候

五
月
廿
二
日
二
両

～｜御
開
山
様
長
延
寺
下
相
州
小
坂
郡

絵

帯

刀

鎌

倉

山

内

庄

倉

田

表

藤

七

永

勝

寺

善

通

関

束

へ

御

下

向

砲

御

礼

な

く

被

下

候

、

二

両

の

御

開

山

様

候

木

像

也

、

御

開

山

様

馳

走

故

－15－



（
元
和
七
年
）

二

月

五

日

～一

蓮

如

様

会

一

内

表

教

念

七

月

晦

日

、一
教
如
様
相
州
落
合
長
徳
寺
下

一

一
木
仏
右
同
前
願
人
是
ハ

（

マ

マ

）

な

し

被

下

候

是

ハ

阿

佐

ふ

善

福

寺

下

同

日

１
１
１
１

木

仏

右

同

前

願

人

是

ハ

御

礼

六
月
廿
二
日

～御
開
山
様

開
山
様
相
州
三
浦
不
入
斗
郷

西

来

寺

了

慎

会
一
内
表
甚
七

是
ハ
御
礼
な
し
二
被
下

帰
り
候
故
上
様
へ
百
七
匁
五
卜
う
ら
様

（

歩

）

廿
一
匁
五
ト
取
次
四
十
三
匁
斗
残
ハ

廿
一
匁

な
く
候

御
免武

州
久
良
岐
郡
枚

田
郷
氷
取
沢
村

宝

勝

寺

了

願

〆ヘ

歩
一

十

一

月

四

日

一
御
開
山
様

会

帯

刀

表

い

か

十

月

廿

日

（

マ

マ

）

一
飛
縁
武
州
橘
樹
郡
平
間
郷

称

名

寺

宗

円

申

上

酒

甚

右

是

ハ

帰

参

候

故

被

下

候

御

礼

な

し

同

日

一
木
仏
右
同
前

十

〃

十

九

日

一
御
開
山
様
長
延
寺
下
相
州
三
浦
郡

長

井

郷

長

福

寺

法

乗

帰
参
故
御
礼
小
判
二
両
御
志
二
上
り
申
候

加

え

口

壱

分

判

弐

フ

上

ル

（

市

力

）

会

口

内

表

二

国

エ

門

祐

賢

取

次

十

月

Ⅱ

日

一
蓮
如
様
右
願
人
同
前
是
ハ
理
門
様
御
免
候

御

裏

書

此

方

目

て

（

マ

マ

）

ゆ

な

る

し

候

毒
諦
御
武
州
橘
樹
郡
野
登
郷

武
州
橘
樹
郡

平

間

郷

称

名

寺

宗

円

祐
念
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（
寛
永
四
年
）

十

一

日

上

Ｉ

（

マ

マ

）

一
蓮
如
様
相
州
足
柄
上
郡
早
川
庄
小
田
原

（
元
和
十
年
）

八

月

八

日

一

御

開

山

様

相

州

大

住

郡

長

徳

寺

会

い

な

は

表

与

衛

門

相
州
大
住
郡

（
元
和
八
年
）

二

月

廿

二

日

一
蓮
如
様
武
州
橘
樹
郡
稲
毛

庄

加

瀬

郷

長

口

寺

同

日

上

ｌ
Ｉ
Ｉ

－
御
開
山
様

同

廿

二

日

一
教
如
様

九

月

十

九

日

御

出

新

宿

善

照

寺

祐

專

会

三

十

良

表

空

専

右
善
照
寺
教
如
様
御
代
二
帰
参
尤
只
々
罷
登
り

理
り
尤
御
礼
な
し

右
之
御
礼
銭
理
申
し
候
上
様
へ
斗
二
百
五
十
目
上
ル

武
州
都
筑
郡
村
岡

庄
綱
嶋
郷
長
福
寺

右
同
人

落
合

長

徳

寺

西

長

（
寛
永
拾
三
年
）

七

月

廿

四

日

⑳

１

、

、

一
御
開
山
様
国
甲
州
長
延
寺
下
相
州
三
浦

郡

横

須

賀

村

長

源

寺

七

月

十

三

日

二

御

出

了

誓

会

三

十

良

表

残

雲

右

之

外

何

も

利

左

エ

門

七

兵

衛

二

渡

ス

（
寛
永
八
年
）

八

月

十

三

日

廿

四

日

御

出

、

、

、

一
御
開
山
様
相
州
足
柄
下
郡
田
嶋
郷

御

讃

御

免

國

府

津

村

真

楽

寺

超

傳

帰
参
二
付
理
門
様
が
御
開
山
様
此
方
へ
取
上
御
裏

遊

か

へ

被

下

候

会

表

も

て

ん

や

く

ニ

ロ

仰

付

被

下

候

同

日

‐
、
、

一
教
如
様

九
月
十
九
日
御
出

是
ハ
理
門
様
が
被
成
御
免
尤
善
照
寺
所
持
□

只
々
持
登
り
御
裏
被
遊
替
被
下
候

会

一

内

表

空

専

御

礼

な

し

会
三
十
良
表
与
左
衛
門

右
願
人
同
人
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（
寛
永
拾
八
年
）

二

月

五

日

Ｉ

～

、

、

、

、

一
木
仏
長
徳
寺
下
武
品
橘
樹
郡

（
寛
永
拾
五
年
）

十

一

月

十

六

日

～

～

Ｉ

Ｉ

１

Ｉ

一
木
仏
画
相
州
国
早
川
郡
真
名
震
郷

了

善

寺

卯

五

月

廿

八

日

御

出

（
寛
永
廿
一
年
）

未

刻

正

月

廿

八

日

、一

飛

楯

國

粕相

六

月

十

日

～

、

、

一
飛
楯
圃
右
同
人
利
左
ェ
門
二
渡

②

是
ハ
江
戸
御
下
向
之
節
と
つ
か
へ
罷
出

西
来
寺
一
所
二
御
馳
走
も
申
し
候
右
西
来
寺
二

御
用
拾
在
之
二
付
御
理
リ
申
、
御
礼
継
目
無
シ
ニ

御
用
拾
在
之
二
付
御
理
リ
申
、
御
礼
継
目
僻

二

子

村

光

明

寺

林

□

午
六
月
四
日
御
出
江
戸
通
光
寺
迄
下
ス

宿

久

右

衛

門

御
免
右
近
様
御
留
寺
故
さ
様
故
頼
如
此
候

帰
参
故
御
礼
半
分
上

江
戸
二
而
願
宗
寺
な
く
候
理

州
高
倉
郡
大
場
庄

了
徳

吉
左
衛
門

（
正
保
三
年
）

午

刻

三

月

十

六

日

～
、
（
マ
マ
）

一
飛
縁
継
目
⑳
相
品
足
柄
郡
小
田
原

正

恩

寺

了

可

銀

子

拾

枚

一

而

御

免

（
正
保
五
年
）

閏

正

月

八

日

会

帯

刀

表

佐

渡

宿

佐

渡

’一
教
如
様
⑳
長
徳
寺
下
相
州
大
住
郡

九
月
十
一
一
日
出
申
候
愛
甲
庄
岡
田
村

寺

号

望

⑳

順

恩

寺

卜

御

免

源

了

（
慶
安
三
年
）

同

絵

表

同

人

宿

同

人

～一
蓮
如
様
⑳
長
徳
寺
下
相
州
高
座
郡

渋

谷

庄

社

家

村

九

月

十

二

日

出

申

候

圓

賀

寺

号

望

⑳

明

窓

寺

ト

御

免

小

和

田

郷

浄

照

寺

空

圓

江
戸
二
而

枚

浦

関

蔵

殿

へ

御

理

二

付

御
門
跡
様
へ
斗
黄
金
壱
枚
上
り
御
免

取

次

銀

三

枚

国
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一
礎
吟
濫
加
雲
辨
雑
壺
硬
識
蝿
乱
雲
諦
率
鐸
確
蚕
匡
群
唖
拝
号
皿
施
畦
畦
媚
舗
碓
昏
岼
一

可

日

願

主

Ｉ

（

影

）

一

凉

臺

院

秀

月

數

中

根

平

十

郎

（
平
力
）

生
口
結
法
縁
御
賛
御
判
望

信
水
深
如
淵
凉
臺
院
秀
月
禅
尼
如
此
表
耆
被
遊
候

巳
五
障
雲
雰

一
持
覚
月
圓

司

日

～

Ⅵ

‐

岡

田

一
紙
寺
号
⑳
長
徳
寺
下
相
州
列
高
座
郡

七

〃

七

日

１

、

、

岡

田

（

マ

マ

）

一
紙
寺
号
⑳
長
徳
寺
下
相
州
大
隅
郡

望

岡

田

村

應

念

寺

戌
十
月
廿
一
日
出
ル

三

月

十

八

日

絵

兵

庫

表

壱

岐

郡

１－
御
開
山
様
落
合
長
徳
寺
下
武
列
橘
郡

卯
月
十
三
日
出
申
確
賛
望
稲
毛
之
庄
登
戸
村

長

念

寺

祐

心

為

凉

臺

院

中

根

平

十

郎

寄

進

望

社

家

村

法

閖

寺

戌
十
州
廿
一
日
出
ル

了
覚

友
心

（
明
暦
四
年
）

三

月

廿

一

日

酉

刻

一
飛
槍
継
目
⑳

（
承
応
四
年
）

二

月

六

日

午

刻

一
飛
楯
継
目
⑳

同

月

十

日

’
１
１
、
、

一
御
開
山
様
⑳

六

月

廿

三

日

巳

刻

（

マ

マ

）

一
飛
槍
⑳
武
州
都
築
郡
折
本
村

真

福

寺

了

意

四

月

廿

日

１

１

１

１

．

一
太
子
七
高
租
⑳

子

二

月

廿

一

日

出

ル

卯
月
十
六
日
辰
刻

一
飛
槍
継
目
⑳

会
表
伊
勢
江
断

武
州
橘
樹
郡
川
崎
町

相
州
高
座
郡
澤
柳
村

善

徳

寺

存

龍

武
州
都
筑
郡
小
机
郷

新
羽
村
善
教
寺

満

心

相
州
大
住
郡
愛
甲
庄

岡
田
村
長
徳
寺

了

因

相
州
高
座
郡
鵠
沼
村

万

福

寺

良

意
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（
萬
治
三
年
）

九

月

廿

日

一

宣

如

様

相

模

三

浦

郡

榎

戸

村

□
口
月
廿
一
日
出
ル

光

龍

寺

漸

哲

右

ハ

帰

参

之

為

御

褒

美

被

成

（

銀

）

御

免

候

由

御

礼

艮

無

之

（
寛
文
二
年
）

九

月

晦

日

巳

刻

一
飛
槍
継
目
③

八
月
廿
二
日
午
刻

一
飛
楕
継
目
⑳

九
月
三
日
己
刻

一
飛
槍
継
目
④

九
月
三
日
午
刻

一
飛
楯
継
目
⑳

丑

同

月

十

九

日

出

ル

徳

泉

寺

明

専

相
弱
大
住
郡
落
合
村

長

徳

寺

西

秀

相
州
三
浦
郡
不
入
斗
郷

西

来

寺

祐

敬

長
延
寺
下
相
品
三
浦
郡

横
須
賀

長

源

寺

道

頓

相
品
高
座
郡
小
和
田
村

浄

照

寺

円

山

（
寛
文
三
年
）

十

二

月

四

日

一
木
佛
⑳
相
弱
足
柄
郡
箱
根

万

福

寺

祐

清

右

當

分

御

礼

半

銀

上

ル

相

残

所

来

春

可

指

上

旨

箱

根

御

宿

門

田

角

右

衛

門

請

取

也

右

之

半

銀

辰

七

月

上

納

⑳

（
寛
文
四
年
）

（
注
・
神
奈
川
は
橘
樹
郡
で
あ
る
）

正
月
廿
八
日
巳
刻

一
飛
楕
継
目
⑳

二
月
五
日
巳
刻

一
飛
楯
継
目
④

二

月

廿

九

日

一

木

佛

相

品

三

浦

郡

逸

見

村

寺

号

栄

寺

卜

御

改

浄

土

寺

卜

御

免

恵

春

武
州
都
筑
郡

神
奈
川

良

泉

寺

誓哲言下

取

次

吉

左

衛

門

相
州
三
浦
郡
長
井
村

勤

明

寺

了

順

歳

三

拾

三

〈
心

歳
試
拾
壱

下
取
次吉

左

衛

門
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一
飛
槍
相
品
高
座
郡
鵠
沼
村

丙
悶
倒
閻
一
万
福
寺
良
意

※

歳

四

拾

壱

右
者
年
来
道
中
人
馬
之
御
馳
走

申
上
候
二
付
御
礼
銀
之
内
新
門
様
皆
様
之
御
礼
四
百
三
拾
目

御
□
口
以
来
荷
物
馬
御
馳
走
可
申
上
候
旨
書
物
有

（
注
・
※
は
色
紙
に
書
い
た
も
の
を
貼
付
）

同

日

一

宣

如

様

同

人

辰
四
月
十
一
日
出
ル

右

雨

尊

就

帰

参

為

御

褒

美

御

免

最

御

礼

銀

な

し

四
月
四
日
未
刻

一
飛
楯
相
品
三
浦
郡
三
崎

浄

称

寺

了

悦

歳

威

拾

六

右
者
帰
参
為
御
褒
美
口
御
免
尤

御

礼

銀

な

し

五
月
廿
一
日

一
御
開
山
様
⑳
相
州
三
浦
郡
三
崎

午

九

月

三

日

出

ル

浄

称

寺

了

悦

御

賛

望

辰
三
月
廿
八
日
已
刻

（
寛
文
五
年
）

四

月

十

六

日

午

刻

一
飛
楕
継
目
⑳

十

二

月

四

日

一

顕

如

様

相

州

三

浦

郡

（

力

）

申
五
月
十
一
百
出
ル
御
賛
望
三
崎

浄

称

寺

了

悦

右

者

帰

参

西

御

門

跡

御

裏

被

遊

替

候

尤

御

礼

銀

な

し

五
月
十
五
日
戌
刻

一
飛
楕
継
目
⑳

｝
ハ
ロ
河
｛
ハ
ロ
曰

一
木
佛 右

者
御
門
跡
様
江
戸
御
下
向
之
剛

大
磯
迄
毎
度
御
馬
廿
疋
宛
御
馳
走

（

力

）

可
申
上
由
断
故
新
門
様
皆
様

御
礼
銀
被
成
御
容
拾
候

寺
号

相
弱
足
下
郡
早
川
庄

小
田
原

相
品
大
住
郡
落
合
村

長

徳

寺

休

山

相
州
三
浦
郡
逸
見
庄

吉
倉
村

浄

栄

寺

ト

恵

春

善

照

寺

幡

栄

御
免
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（
寛
文
十
年
）

三

月

十

一

日

申

刻

一
飛
楯
継
目
⑳

（
寛
文
八
年
）

六

月

廿

六

日

（

マ

マ

）

一
太
子
七
高
租
⑳
相
弱
三
浦
入
不
斗
郷

（
寛
文
六
年
）

十
一
月
廿
日
午
刻

一
飛
槍
継
目
④

戌
十
一
凡
三
日
出
ル

“

御

賛

御

名

望

右
者
江
戸
御
下
向
之
剛
其
上
年
々

三
度
之
御
荷
物
御
下
候
節
御
馬
御
馳
走

可
申
上
也
御
言
付
断
有
新
門
様
皆
様

御

礼

艮

被

成

御

用

拾

候

~

右
者
帰
参
西
方
二
て
安
置
故
御
礼
銀
な
し

御
免
寂
前
浄
土
寺
卜
申
候
依
望
浄
栄
寺
と

被
成
御
改
候

相
州
高
座
郡
鵲
沼

村

武
州
都
筑
郡

神
奈
川良

泉

寺四
来
寺祐

敬

是
寛

（
延
宝
二
年
）

二

月

十

日

未

刻

一
飛
槍
継
目
⑳

三

月

晦

日

一
太
子
七
高
祖
⑳
相
州
高
座
郡
大
庭
庄

四

月

四

日

午

刻

（

マ

マ

）

一

飛

槍

④

武

品

橘

郡

河

崎

徳

泉

寺

利

山

右

者

年

々

三

度

之

御

荷

物

御

門

跡

様

江
戸
御
下
何
之
節
河
崎
か
品
川
迄
御
馬

御
馳
走
可
申
上
（
候
）
也
耆
物
仕
指
上
候
二
付

新
門
様
皆
様
御
礼
艮
拾
枚
被
成
御
指
延
候

三
月
十
七
日
巳
刻

一
飛
槍
継
目
④

万

福

寺

良

寿

右
者
年
々
御
門
跡
様
江
戸
御
下
向
之
節

御
馬
御
馳
走
被
申
候
二
付
新
門
様
皆
様

御
礼
艮
被
成
御
用
拾
候

相
州
高
座
郡
大
庭
庄

小
和
田
村

浄

照

寺

春

厳

（

マ

マ

）

武
品
橘
郡
川
崎

平
間構

名

寺

全

慶
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（
延
宝
三
年
）

丑

四

月

朔

日

午

刻

一
飛
槍
継
目
⑳

（
延
宝
四
年
）

十

月

廿

七

日

（
職
幸
力
）

一
□
口
琢
如
様
⑳

卯
七
月
十
日
出

同

日

一
太
子
七
高
祖
④
~
同
人

卯

七

月

七

日

出

御

賛

御

名

寄

進

勧

正

右

御

一

家

故

御

礼

半

艮

上

ル

六

月

廿

九

日

一
太
子
七
高
祀
④

出

ル

御

賛

御

名

七
月
三
日
辰
刻

一
飛
槍
継
目
⑳

相
州
三
浦
郡
三
崎

浄

構

寺

法

円

相
州
高
座
郡

沢
柳
庄

相
州
御
浦
郡
御
崎

円

照

寺

浄

永

寄

進

祐

照

小
和
田
村

浄

照

寺

春

岸

相
州
足
柄
郡
早
川
庄

小
田
原

善

照

寺

幡

栄

（
延
宝
五
年
）

正

月

廿

八

日

一

木

佛

⑳

（
延
宝
六
年
）

十

二

月

廿

五

日

一
太
子
七
高
祖
⑳

御

賛

御

名

（
延
宝
六
年
）

三

月

十

四

日

申

刻

一
飛
槍
継
目
④

二

月

廿

三

日

一
蓮
如
様
⑳

右
是
ハ
御
門
跡
様
江
戸
御
下
向
之
節
者

人
馬
御
馳
走
申
候
二
付
新
門
様
皆
様
御
礼
艮
御
免

長
徳
寺
下
相
品

高
座
郡
社
家
村

法

閑

寺

了

清

長
徳
寺
下
相
州
高
座

郡

社

家

村

法

閑

寺

了

清

相
品
高
座
郡
鵠
沼
村

万

福

寺

良

念

善

徳

寺

源

礼

相
州
高
座
郡

沢
柳
郷

善

徳

寺

湧

乗
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註
（
延
宝
七
年
）

追
記
調
査
に
は
万
全
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
見
落
し
の
箇
所
も
あ
る
か
も
し
れ

（
２
）
粟
津
元
故
の
こ
と
、
『
宗
學
院
編
修
部
報
』
第
十
八
號
に
よ
る
と
「
元
泉
州
堺

町
人
、
策
庵
、
大
學
、
右
近
、
元
辰
聟
養
子
、
法
名
道
雲
、
奏
者
役
、
寛
永
十

三
丙
子
年
霜
月
六
日
卒
」
と
あ
り
。

（
１
）
大
桑
斉
「
東
本
願
寺
の
奏
者
に
つ
い
て
１
幕

の
覚
書
ｌ
」
（
『
大
谷
學
報
』
第
四
九
巻
第
二
号
）

ｌ
東
西

垂
月
三
日
巳
刻

一
飛
槍
継
目
⑳
相
勗
大
住
郡

八

月

廿

八

日

一

太

子

七

高

祖

相

品

鎌

御

賛

御

名

中

之

村

相
品
鎌

長

慶

寺

祐

玄

右
者
帰
参
西
御
門
主
御
裏
書
被
遊
替
候
二
付

御
礼
艮
な
し
御
免

い
、
今
後
の
御
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

岡
田
村

長

徳

寺

了

円

倉
郡
本
郷

分
派
及
び
『
申
物
帳
』
研
究
へ
の
一
つ
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